
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜樹公民館だより

〒７９１－０５４１ 西条市丹原町鞍瀬甲３４４番地 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：(０８９８)７３－２５０５ 

E-mail：sakuragi-k＠saijo-city.jp 
 
 

桜樹地区の人口 （前月比） 

男  １２２人  （－１） 

女  １０７人  （±０） 

合  計 ２２９人  （－１） 

世帯数 １４８世帯（±０） 

令和５年１１月末日現在 

西条市総合防災訓練 
（中川・桜樹地区） 

12/9(土)・10(日) 

12 月 9 日（土）、10 日

（日） 

         

 

カラー版は西条市役所ホームページで ページＩＤ：０１０２２５５ 
 

 桜樹地区 タウンミーティング 
1 月 14 日（日）10：00～ 

会場：桜樹公民館 ２階多目的ホール  
自治会長及び各種団体代表が、市幹部と地区の課題

について意見交換を行います。 

今年度も傍聴はできません。ご了承ください。 

ジャンボ門松作り 
12/17(日) 

前日の暴風雨に気をもみましたが、今年も 

桜樹郵便局前に『ジャンボ門松』登場。 
 

しいたけ栽培講習会 ２月開催予定 
恒例のしいたけ栽培講習会、 

今年も２月に開催予定です。 

詳細は 2 月号でお知らせします。 

段ボールベッドを作っています。 
（12/10丹原西中体育館） 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 

 
皆様よき新春をお迎えのことと存じます 

旧年中は公民館活動に格別のご協力とご支援を賜り誠に有難うございました 

本年も地域の皆様と共に活力のある地域づくりに尽力いたしたいと思いますので 

一層のご協力をお願いいたします 

皆様のますますのご健康とご多幸をお祈り申し上げます 
令和六年 元旦 

桜樹公民館職員一同 

 

初期消火よし！ 

～ ご参加ご協力ありがとうございました。 ～ 【報告】 

こんなもんでかまんかいの… 
。 

伐り出した竹の長さを調整 

力
を
合
わ
せ
て 

無事に完成！ 寒い中おつかれさまでした。令和５.１２.１７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つきなみ）

～毎月１０日は人権を考える日～                                    ２０２３年１２月１０日 

西条市ホームページ参照 

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課  

 

戦時下で私たちができること 
 

2022年 2月 24日に開始されたロシアの軍事
ぐ ん じ

侵攻
しんこう

はウクライナ各地に深刻な人道上の被害を

もたらしています。そして今日、収束
しゅうそく

の兆
きざ

しは見えない状況が続いています。ウクライナ各地

の学校や病院を含む民生インフラへの攻撃や、拷問
ごうもん

を受けた一般市民の死亡などの人道上の被

害の報道を多くの方が目にされたことでしょう。民間人及び民生インフラの被害は、国際人道

法及び国際人権法の観点から看過
か ん か

し得ない事態であります。今年 5 月のＧ７サミットでは、 

ロシアのウクライナに対する侵略戦争を、改めて可能な限り最も強い言葉で非難し、必要とさ

れる限りの揺るぎないウクライナへの支援を再確認するといった首脳声明が発表されました。 
 

国際人道法とは 

国際人道法は、武力紛争の際に適用される原則や規則を網羅
も う ら

したものです。戦争状態にあっ

ても人道を基本原則として掲げ、紛争当事者の行為を規制しています。文民、負傷者や病人、

戦争
せんそう

捕虜
ほ り ょ

のような人々の保護について規定し、また軍事作戦を行う際の手段や方法を規制して

います。例えば、軍事力の一部分であるとは普通考えられない一般市民（女性や子ども、お年

寄り、病人、負傷者）、あるいは病院や宗教施設、文化施設や普通の民家、また、敵兵
てきへい

であっ

ても降伏していたり、沈没した船から脱出し救助を求めたりしている人は、攻撃目標としては

ならないことになっています。 

また、武力行使の際に使っても良い兵器と、使ってはいけない兵器を区別しています。化学

兵器や生物兵器などは使ってはいけない兵器とされています。 

ウクライナに限らず世界各地で重大な人道危機が毎日のように報道されています。戦争は 

最大の人権侵害です。武力によらず平和的に紛争を解決する世界であってほしいです。 
 

私たちが日本でできること 

ＳＮＳでは、日本で生活をするロシアやウクライナの人々に対する誹謗
ひ ぼ う

中傷
ちゅうしょう

などの差別的

言動が見られます。特定の国籍、人種、民族で人々を排斥
はいせき

しようとする不当な差別的言動    

（ヘイトスピーチ）は、決してあってはならない人権侵害行為です。国際平和を求めて、軍事

侵攻に対して抗議の意を示すこととは全く別物です。 

不安や怒りを差別や偏見につなげるのではなく、国籍などを理由とした不当な差別的言動は

やめましょう。 

 

◆手洗い 帰宅時や食事前などこまめに石けんでしっかり手を

洗いましょう。アルコールによる手指消毒も効果があります。 
◆健康管理 十分な睡眠とバランスのよい食事を。 
◆マスク 咳エチケットや流行時、人混みへの外出時は着用。 
◆換気 換気設備での常時換気か、対角線上の窓やドア２カ所

を開放。難しい場合は３０分に１回程度定期的に窓を全開に 

して換気しましょう。 
◆適度な湿度 こまめに水分補給もしましょう。 
◆予防接種 発病の可能性を減らし、重症化を予防する効果が

あるとされています。 

（季節性)インフルエンザも流行中 気をつけましょう！ 

１２月から公民館前掲示板に 
『今週の人権標語』を掲示しています。 



    西条市地域包括支援センター丹原からのお知らせ 

〇認知症サポーター養成講座を開催します 

認知症サポーターは、なにか特別なことをする人ではありません。認知症を

正しく理解し、偏見をもたず、認知症の人やそのご家族の応援者です。ぜひ、

この機会に認知症について学んでみませんか？ 
 

  開催日時：令和 6 年 1 月 24 日（水）10 時～11 時 30 分 

  開催場所：丹原公民館 2 階図書室 

  申 込 先：西条市地域包括支援センター丹原  電話 0898-35-3427 

※但し、土日祝日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く 9 時～17 時の間にお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウクライナ侵攻、ガザ情勢など、連日報道されていますが、胸の痛むことです。それでも、民族や宗教に関わる問題については、  
日本人には理解が難しいとよく言われます。一方で日本の部落問題は外国の方には全く理解できない人権問題なのだそうです。 

（ひなみ）

 
＊中川駐在所だより 公民館で配布しています。駐在所からのお知らせ 1 還付金詐欺の電話がかかっています。 

2 車上狙いが発生しています。3 外出時は、戸締りをしっかりしましょう。4 夕方の散歩には反射たすきをつけましょう。ほか  
令和５年 年末の交通安全県民運動 12/21～12/31 スローガン ～夕暮れの ライトは迷わず 早めから～ 

 

その電話、大丈夫？  教えない！…暗証番号・口座番号  渡さない！…通帳・キャッシュカード  

 桜樹地区小地域別人権・同和教育懇談会 11/19（日）【報告】 
 

今年度は日曜日、公民館の懇談会を午前中に、臼坂集会所は夜に開催しました。 

西条市氷見交友会館館長 曽我部 研二先生に講演していただきました。 

～アンケートから～ 
【年代】 

・30 代 … 1 人 ・50 代 … 1 人 

・60 代 … 8 人 ・70 代 … 8 人 

・80 代 … 1 人     計 19 人 

【参加してどうでしたか】 

・参加してよかったと思う。   …15 人 

・参加してよかったとは思わない。… 2 人 

・わからない          … 1 人 

・無回答            … 1 人 

 【感想・要望など】 

・同和問題の始まりなどの学習。 

・曽我部先生、ありがとうございました。 

・差別のない公平な時代が早く来る様に願っています。 

・今はなくなっていると思っていた。 

・まだまだ解決に至るまでには、学習会が必要ですね。 

・「そっとしておけばよい」という考えが少しあったなと

思ったので参加してよかったです。 

『「そっとしておけばよい」と「結婚差別」は同居？！』 
 
●「そっとしておけばいい」＝「自然解消論」「寝た子を起こすな論」

《差別の存在や差別的な言い伝えを》知らなければ差別しない。 

知ってしまえば差別する。５人に１～２人はそう考えている。しかし  

差別はなくならない。人間の尊厳を無視した差別的な言い伝えは

残り続けている。●学校の人権・同和教育 …地区を特定すること

を否定。（西条市に）あるのか、どこか、という質問が出ないための

教育。●「そっとしておけばいい」では、まだ「いい」とはいえない訳 

…「そっとしておけばいい」風潮により、見逃され残り続けている。 

インターネット等で悪質な書き込みを目にする機会が増えている。 

●「そっとしておけばいい」が導く不幸～「結婚差別で起こる不幸」

をシミュレーション～ …そっとしておかれたための不幸。差別した人

が一番の被害者に。●差別するものが選別されるべき時代 

●根幹は、「人間の尊厳」に関わる問題 「一人の人間としてきちん

とまじめに尊ぶ」ということ …できないのが差別。●理想ではな

い、「そっとしておけない」事実 …正しく知っていれば差別しない。

差別しない選択後の安心。   （講演資料を公民館で要約したものです。） 

 

まとめ 

〇「人間の尊厳」とは何か 

〇「正しいこと」とは何か 

〇「差別につながる言い伝え」とはどういうものか 

 また、現代もそれが存在するのか 

〇今回のような学習の機会は、本当に不要か、参加しても

しなくてもいいものなのだろうか 

【午前の部】桜樹公民館 

 

【夜 の 部】臼坂集会所 

 

さくらぎ絵手紙教室の展示も

見ていただきました（公民館） 

 

材料費 ス ト ラ ッ プ：３５０円 
キーホルダー：４５０円 

 申込先 桜樹公民館 TEL0898-73-2505 
 

革細工教室 革細工 de 干支（辰）ストラップまたはキーホルダー 
 

と き １月１９日（金）１０：００～ 
ところ 桜樹公民館 学習室 
講 師 浅山 美恵 先生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

事務室の開室時間 ８：３０～１７：００ ９：００～１７：００ 

事務室の閉室日 月曜日、祝日、年末年始 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

貸館が可能な時間 ８：３０～２２：００ 
８：３０～２２：００ 
（年末年始を除く） 

 
 
 

日 曜日 内   容 

１ 月 休館日【元日】 

２ 火 休館日 

３ 水 休館日 

７ 日 臨時休館日 

８ 月 休館日【成人の日】 

９ 火 休館日（振替） 

１４ 日 タウンミーティング 10：00～ 

１５ 月 休館日 

１９ 金 革細工教室 10：00～ 

２１ 日 臨時休館日 

２２ 月 休館日 

２９ 月 休館日 

 

♦古紙 (第４火曜日) １月２３日 

♦ガラス瓶・ペットボトル・スプレー缶など 

(第３木曜日) １月１８日 

 

●対象ごみ 

①資源ごみ(「びん」は対象外) ・缶・古紙・ペットボトル 

②危険ごみ ・水銀系ごみ ⇒屋外ストックハウスに 

②危険ごみ ・充電池 ⇒館内専用コンテナに 

バッテリーのはずれない小型家電（１１×２４cm）は、 

丹原サービスセンター等の小型家電回収ボックスへ。 
 

●回収時間 （時間外施錠します） 
・開館日の午前 9時から午後 4時まで 時間厳守 

保健センター便り 0897-52-1215 

 
桜樹公民館 

屋外ストックハウスは公民館東側にあります 
～扉を開けて入れてください～ 

資源ごみ・危険ごみの拠点回収 

12/31～1/3のごみ収集はお休みです。 

令和６年４月１日から地区公民館事務室の開室日及び時間が変わります 

地区公民館は、地域の生涯学習の拠点として、また高齢者福祉、地域づくり、防災等の役割を担うために、     
市役所や学校とより密接な連携を図る必要があることから、公民館職員の勤務時間を変更することになりました。 
つきましては、勤務時間の変更に伴い、下記のとおり公民館事務室の開室日及び時間も変更となります。   
なお、これまで土曜日及び日曜日に実施しておりました公民館事業や地域イベント等は今後も継続してまいり 

ますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

～年末年始、塩分摂取量に気を付けましょう～ 

一般的なおせち料理の塩分は、厚生労働省が定める

目標摂取量（成人男性 7.5g、成人 6.5g未満）の  

３倍 と言われています。 

おせち料理と一緒に 

 野菜 も食べましょう 

手作り にすると、 
材料や薄めの味付けの

調整が出来ます 

食べすぎ防止のため、 

小皿 に取り分けて 

食べましょう 

香辛料や香味野菜 

(ゆず・ごま等) をうまく
活用しましょう 

○貸館につきましては、年末年始を除く８：３０～２２：００で利用可能です。（開室時間内に使用申請等をしてください。） 
○各種申請等につきましては、月曜日～金曜日（祝日を除く）の９：００～１７：００の受付となります。 
○土曜日、日曜日に大規模イベント等を実施した場合は、月曜日等に事務所を閉室とする場合があります。 

【お問合せ先】西条市教育委員会事務局 社会教育課社会教育係 TEL:0897-52-1254 

令和６年 
西条市二十歳の集い 
令和６年１月７日（日） 

 


